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一
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を
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則

(

構
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政
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規

則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
八
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
十
月
青
森
県
規

則
第
百
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則

第
一
条
中

｢

第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、｣

を

｢

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
並
び

に｣

に
改
め
、

｢

に
お
い
て
行
う
職
業
訓
練
の
種
類
、
訓
練
課
程
、
訓
練
科
、
訓
練
期
間
及
び
訓
練

を
受
け
る
者
の
定
数
並
び
に
能
力
開
発
校｣

を
削
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

の
各
号｣

を
削
り
、
同
項
第
一
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中｢

第
三
号
様
式｣

を

｢

第
二
号
様
式｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同

項
第
四
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
条
中

｢

第
四
号
様
式｣

を

｢

第
三
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中

｢

定
の｣

を

｢

定
め
の｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、
第
十
六
条
を
第
二

十
一
条
と
す
る
。

第
十
五
条
中

｢

第
五
号
様
式｣

を

｢

第
四
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
四

条
を
第
十
九
条
と
し
、
第
十
三
条
を
第
十
八
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

退
校
命
令)

第
十
七
条

条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
退
校
命
令
は
、
校
長
が
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
二
条
を
削
り
、
第
十
一
条
を
第
十
六
条
と
し
、
第
十
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

(

授
業
料
等
の
納
入
を
要
し
な
い
者)

第
十
一
条

条
例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
者
は
、
別
表
第
一
号
の
訓
練
課
程
の

欄
に
掲
げ
る
短
期
課
程
に
入
校
を
志
願
す
る
者
、
入
校
す
る
者
及
び
在
校
す
る
者
と
す
る
。

(

入
校
試
験
料
及
び
入
校
料
の
納
入
時
期
等)

第
十
二
条

入
校
試
験
料
は
、
入
校
願
書
を
提
出
す
る
際
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

入
校
料
は
、
誓
約
書
を
提
出
す
る
際
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
入
校
試
験
料
及
び
入
校
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
定
め
る
。

(

授
業
料
の
納
入
方
法
等)

第
十
三
条

学
生
は
、
毎
年
度
、
校
長
が
す
る
納
入
の
通
知
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
授
業
料

の
額
を
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

四
月
か
ら
六
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

四
月

三
十
日

二

七
月
か
ら
九
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

七
月

三
十
一
日

三

十
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

十

月
三
十
一
日

四

一
月
か
ら
三
月
ま
で
の
授
業
料
と
し
て
授
業
料
の
年
額
の
四
分
の
一
に
相
当
す
る
額

一
月

三
十
一
日

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成17年10月17日 月曜日 号外第89号1

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
	
�



�
�

�
�
�
�



(
)

( 授 業 料 の 免 除 )

第 十 四 条 校 長 は 、 学 生 が や む を 得 な い 理 由 に よ り 訓 練 期 間 の 中 途 で 退 校 し た 場 合 又

は 経 済 的 理 由 に よ り 授 業 料 を 納 入 す る こ と が 困 難 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 に お い て

は 、 そ の 学 生 の 授 業 料 の 全 部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。

( 授 業 料 の 還 付 )

第 十 五 条 校 長 は 、 学 生 が 前 条 の 規 定 に よ り 授 業 料 を 免 除 さ れ た 場 合 に お い て 、 免 除

さ れ た 授 業 料 を 既 に 納 入 し て い る と き は 、 当 該 授 業 料 に 相 当 す る 金 額 を 還 付 す る も

の と す る 。

第 一 号 様 式 を 次 の よ う に 改 め る 。

青
森
県
報

平
成
17
年
10
月
17
日
月
曜
日

号
外
第
89
号

2
第１号様式 (第７条関係)

受付年月日※番 号 年 月 日 号 科ごと整理※番 号 号

入 校 願 書

年 月 日

�○○高等技術専門校長�
� �

青森県立�八戸工科学院長 �殿
� �
�障害者職業訓練校長 �

本 人 氏 名 �

男 女 年 月 日生
現住所
電話番号

貴校 (貴学院) ○○科に入校したいので､ 関係書類を添えて出願します｡

保
護
者

氏 名 � 本人との続柄

現住所 電 話 番 号

最
終
学
歴

学 校 名 学部・学科
・専攻 卒 業 等 の 年 月 日

卒業(見込み)
年 月 日 修了(見込み)

中退(見込み)

職
歴

事 業 所 名 所在地 職務内容 期 間

年 月 日から
年 月 日まで

雇用保険受給資格の有無 有・無 寄宿舎への入舎希望の有無 有 ・ 無

合 否 通 知 先

青森県収入証紙

注１ ※は､ 記入する必要がありません｡
２ 男女の別は､ いずれかを○で囲んでください｡
３ ｢保護者｣ 欄は､ 未成年者に限り記入してください｡
４ ｢合否通知先｣ 欄は､ 受験者の現住所と異なる場合に記入してください｡
５ ｢青森県収入証紙｣ 欄には､ 入校試験料に相当する青森県収入証紙をちよう付して
ください (高等技術専門校及び八戸工科学院の短期課程又は障害者職業訓練校に入校
を志願する場合を除きます｡ ) ｡
６ 氏名を自署する場合においては､ 押印を省略することができる｡
７ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡



( )

第
二
号
様
式
を
削
り
、
第
三
号
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

第
四
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に

｣

改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

第
五
号
様
式
中

｢第
１
５
条
｣

を

｢第
２
０
条
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
営
農
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
十
月
十
七
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
九
十
九
号

青
森
県
営
農
大
学
校
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
営
農
大
学
校
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

第
八
条｣

を

｢

第
五
条
第
五
項
及
び
第
九
条｣

に
、

｢

基
づ
き
、｣

の
下
に

｢

授
業

料
等
の
納
入
及
び｣

を
加
え
る
。

第
十
九
条
を
第
二
十
三
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中

｢

第
七
条
第
一
項｣

を

｢

第
八
条
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
し
、

第
十
三
条
か
ら
第
十
七
条
ま
で
を
四
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中

｢

第
六
条
た
だ
し
書｣

を

｢

第
七
条
た
だ
し
書｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
六

条
と
す
る
。

第
十
一
条
中

｢

第
五
条｣

を

｢

第
六
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
条
を
第
十
四

条
と
し
、
第
九
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

(

入
校
検
定
料
及
び
入
校
料
の
納
入
時
期
等)

第
十
条

入
校
検
定
料
は
、
入
校
願
書
を
提
出
す
る
際
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

入
校
料
は
、
誓
約
書
を
提
出
す
る
際
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
入
校
検
定
料
及
び
入
校
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

知
事
が
定
め
る
。

(

授
業
料
の
納
入
方
法
等)

第
十
一
条

学
生
は
、
毎
年
度
、
校
長
が
す
る
納
入
の
通
知
に
よ
り
、
学
期
ご
と
の
授
業
料
と
し
て

授
業
料
の
年
額
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
額
を
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
学
期
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
ま
で
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
期

四
月
三
十
日

二

後
期

十
月
三
十
一
日

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
の
納
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定
め
る
。

(

授
業
料
の
免
除)

第
十
二
条

校
長
は
、
学
生
が
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
休
校
若
し
く
は
退
校
の
許
可
を
受

け
た
場
合
又
は
経
済
的
理
由
に
よ
り
授
業
料
を
納
入
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
そ
の
学
生
の
授
業
料
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

授
業
料
の
還
付)

第
十
三
条

校
長
は
、
学
生
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
授
業
料
を
免
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
免
除

さ
れ
た
授
業
料
を
既
に
納
入
し
て
い
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
に
相
当
す
る
金
額
を
還
付
す
る
も

の
と
す
る
。

第
一
号
様
式
中

青 森 県 報平成17年10月17日 月曜日 号外第89号3

私
は
､
上
記
の
者
の
身
上
に
関
す
る
一
切
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
｡

注
１
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

注
１

｢青
森
県
収
入
証
紙
｣
欄
に
は
､
入
校
料
に
相
当
す
る
青
森
県
収
入
証
紙
を
ち
よ
う

付
し
て
く
だ
さ
い
(高
等
技
術
専
門
校
及
び
八
戸
工
科
学
院
の
短
期
課
程
又
は
障
害
者

職
業
訓
練
校
に
入
校
す
る
場
合
を
除
き
ま
す
｡
)
｡

２
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

青
森
県
収
入
証
紙

私
は
､
上
記
の
者
の
身
上
に
関
す
る
一
切
の
責
任
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
誓
い
ま
す
｡



(
)

( 発 行 所 ・ 発 行 人 )

青 森 市 長 島 一 丁 目 一 番 一 号

青 森 県

( 印 刷 所 ・ 販 売 人 )
青 森 市 第 二 問 屋 町 三 丁 目 一 番 七 七 号

東 奥 印 刷 株 式 会 社 定 価 小 口 一 枚 ニ 付 十 五 円 一 銭

毎 週 月 ・ 水 ・ 金 曜 日 発 行

｢

を

｣

｢

に

｣

改 め る 。

第 三 号 様 式 中

｢
を

｣

｢

に

｣

改 め る 。

第 四 号 様 式 中 ｢第１６条｣ を ｢第２０条｣ に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

青
森
県
報

平
成
17
年
10
月
17
日
月
曜
日

号
外
第
89
号

4
�畑作園芸課程�
� �

青森県営農大学校�果 樹 課 程�に入校したいので､ 関係書類を添えてお
� �
�畜 産 課 程�

願いします｡

注１ 氏名を記載し､ 押印することに代えて､ 署名することができる｡

２ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

�畑作園芸課程�
� �

青森県営農大学校�果 樹 課 程�に入校したいので､ 関係書類を添えて出
� �
�畜 産 課 程�

願します｡

青森県収入証紙

注１ ｢青森県収入証紙｣ 欄には､ 入校検定料に相当する青森県収入証紙をち

よう付してください｡

２ 氏名を記載し､ 押印することに代えて､ 署名することができる｡

３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

本人との関係

注１ 氏名を記載し､ 押印することに代えて､ 署名することができる｡

２ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡

本人との関係

青森県収入証紙

注１ ｢青森県収入証紙｣ 欄には､ 入校料に相当する青森県収入証紙をちよう

付してください｡

２ 氏名を記載し､ 押印することに代えて､ 署名することができる｡

３ 用紙の大きさは､ 日本工業規格Ａ４縦長とする｡


